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１．研究費の種類ごとに守るべきルール

1

��研究�の������������

 研究費

研究費の��いに関する��事項

  �人経理の��

 研究����等から研究��人に直接�付される��金等、以下に�当する場合は、 
使用�に��大学に寄附���をしてください。 
○研究����からの研究��金等の�付を受けた場合
○�金及び研究��人への寄附等で�学の業務を��するた�の経費に�て��と
する場合

  

研究�の�� ���の��

�等��の 
���研究費
等

�������等 ����等�����の��の������
���
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��研究�
��研究�

����

���
��������

�����
�富山大学���等���定

������等 学�����等 学����定

 研究��寄附する����いと��する�ースでも、��事務担当に��して
ください。

１．研究費の種類ごとに守るべきルール

・国等からの競争的研究費は、教員自らの発意に基づき採択された課題等であっても、
その原資は基本的に国税等であることから、「個人」ではなく「研究機関」として
適正に資金の管理を行う必要があります。
・受託研究費及び共同研究費等についても、原資が国等からの補助金や委託費を財源
としたものがありますので、取扱いには注意が必要です。
・研究費によっては詳細な報告を求められたり、研究期間中又は終了後に実施調査が
行われる資金もあります。



2

���究�の��

  研究費�研究��のた�����費に使用で�ます�、��に�す��の使用ルー
ルに��く����ります。
使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�

������です。
  使用��の���つ��い���、������に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

��ていますので、����います。 

・����費�����、���等� ・��費・��費
・旅費 ・����費
・�金・�� ・��使用�・���ル�
・����費 ・�����
・��・��費 ・��費 等
���の������、�理等�

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����に�、���に使用で��い�費�����て 

いる�と��りますので、����います。 

・�的�使用の��

競争的資金�使用で�る�費�、研究��の��に������費��研究�� 

  のとりまと�に����費の�です。�������で�ま��。 

・�の�費との��使用の��

���、�研費��の用�の�に�る��において、�費��等の理�に�り、 

  �の��費の��を�研費、�りを�の�費����する�と�で�ま��。 

ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

・�、�������の��の��

・���費を使用する�と�����の�の���費使用の��

競争的研究費に����に���ルール��ります。
研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。 
���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に

�する���に��る�������として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

２．研究費の使途２．研究費の使途

2

���究�の��

  研究費�研究��のた�����費に使用で�ます�、�項に�す��の使用ルー
 ルに��く����ります。
  使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�
 ������です。
  使用��の���つ��い���、����事�に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

 ��ていますので、����います。 

 ・����費�����、���等�  ・通�費・��費 
 ・旅費                ・����費 
 ・�金・��             ・��使用�・���ル� 
 ・����費             ・����� 
 ・��・��費            ・��費 等 
  ���の������、�理等� 

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����に�、���に使用で��い�費�����て 

 いる�と��りますので、����います。 

<競争的資金の共通事項>

 ・�的�使用の�� 

   競争的資金�使用で�る�費�、研究��の��に������費��研究�� 

  のとりまと�に����費の�です。�������で�ま��。 

 ・�の�費との��使用の�� 

   ���、�研費��の用�の�に�る��において、�費��等の理�に�り、 

  �の�通費の��を�研費、�りを�の�費����する�と�で�ま��。 

   ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

 ・�、�������の��の�� 

 ・���費を使用する�と�����の�の���費使用の�� 

  

 競争的資金に����に���ルール��ります。
 研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。

 ���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に
�する���に��る���事���として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

２．研究費の使途���究�の��

  研究費�研究��のた�����費に使用で�ます�、��に�す��の使用ルー
ルに��く����ります。
使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�

������です。
  使用��の���つ��い���、������に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

��ていますので、����います。 

・����費�����、���等� ・��費・��費
・旅費 ・����費
・�金・�� ・��使用�・���ル�
・����費 ・�����
・��・��費 ・��費 等
���の������、�理等�

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����に�、���に使用で��い�費�����て 

いる�と��りますので、����います。 

・�的�使用の��

競争的資金�使用で�る�費�、研究��の��に������費��研究�� 

  のとりまと�に����費の�です。�������で�ま��。 

・�の�費との��使用の��

���、�研費��の用�の�に�る��において、�費��等の理�に�り、 

  �の��費の��を�研費、�りを�の�費����する�と�で�ま��。 

ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

・�、�������の��の��

・���費を使用する�と�����の�の���費使用の��

競争的研究費に����に���ルール��ります。
研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。 
���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に

�する���に��る�������として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

２．研究費の使途

＜競争的研究費の共通事項＞

・目的外使用の禁止

　競争的研究費が使用できる経費は、研究課題の遂行に直接必要な経費及び研究成

果のとりまとめに必要な経費のみです。それ以外は支出できません。

・他の経費との合算使用の禁止

　例えば、科研費以外の用務のみに係る出張において、経費不足等の理由により、

その交通費の一部を科研費、残りを他の経費から支出することはできません。

　ただし、合算使用については、一部例外が認められることがあります。

・酒、煙草など嗜好品の購入の禁止

・間接経費を使用することが適切なものへの直接経費使用の禁止
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<使用で��い経費（��もの）>

���研究費��事�（�研費）� 

 ・��等の��に�する経費（�研費で��した��の��費��く） 

 ・研究�に��した事�、��の�理のた�の経費 

 ・研究�����研究���の��費・�金 

 ・�の���経費を使用する�と����もの �� 

 
 

�������研究費��金� 

 ・��等��に�する経費（��金で��した��の��費・��費を�く） 

 ・研究��で通���る������等の��（�、いす等）を��するた�の経費 

 ・研究���に��した事�・��の�理のた�の経費 

  ����に���������を�する��に����を��た�に�����  

   （��研究��に������たものに�る）の���を�く。 

 ・���������の����で��て、������ものを��するた�の経費 

  ����り��した�������を�く。 

 ・�の��の��金に�る研究に���の�い経費 

  ������の���にお�る���等の経費 

     �金��の��を�的として金���に����た経費 

     �����������ー�の�（��として��する��を�く）�� 

      

 

�����事�に�る��研究費� 

 ・��研究��������の��の��旅費 

 ・���の����旅費 

 （�����に����た研究�����の��を�く） 

 ・�����を��してい�い��研究������の������� 

 ・�����に����た���������の��の�金  

 ・���費    

 ・研究��で通���る���用���の��経費（�、��、��ー�等） �� 

���究�の��

  研究費�研究��のた����経費に使用で�ます�、�項に�す��の使用ルー
 ルに��く����ります。
  使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�
 ������です。
  使用��の���つ��い���、����事�に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

 ��ていますので、����います。 

 ・����費（����、���等）  ・通�費・��費 
 ・旅費                ・����費 
 ・�金・��             ・��使用�・���ル� 
 ・����費             ・����� 
 ・��・��費            ・��費 等 
  （��の������、�理等） 

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����にも、���に使用で��い経費�����て 

 いる�と��りますので、����います。 

<競争的資金の共通事項>

 ・�的�使用の�� 

   競争的資金�使用で�る経費�、研究��の��に�����経費��研究�� 

  のとりまと�に���経費の�です。�������で�ま��。 

 ・�の経費との��使用の�� 

   ���、�研費��の用�の�に�る��において、経費��等の理�に�り、 

  �の�通費の��を�研費、�りを�の経費����する�と�で�ま��。 

   ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

 ・�、�������の��の�� 

 ・��経費を使用する�と����もの�の��経費使用の�� 

  

 競争的資金に����に���ルール��ります。
 研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。

 ���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に
�する���に��る���事���として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

2

���究�の��

  研究費�研究��のた�����費に使用で�ます�、�項に�す��の使用ルー
 ルに��く����ります。
  使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�
 ������です。
  使用��の���つ��い���、����事�に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

 ��ていますので、����います。 

 ・����費�����、���等�  ・通�費・��費 
 ・旅費                ・����費 
 ・�金・��             ・��使用�・���ル� 
 ・����費             ・����� 
 ・��・��費            ・��費 等 
  ���の������、�理等� 

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����に�、���に使用で��い�費�����て 

 いる�と��りますので、����います。 

<競争的資金の共通事項>

 ・�的�使用の�� 

   競争的資金�使用で�る�費�、研究��の��に������費��研究�� 

  のとりまと�に����費の�です。�������で�ま��。 

 ・�の�費との��使用の�� 

   ���、�研費��の用�の�に�る��において、�費��等の理�に�り、 

  �の�通費の��を�研費、�りを�の�費����する�と�で�ま��。 

   ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

 ・�、�������の��の�� 

 ・���費を使用する�と�����の�の���費使用の�� 

  

 競争的資金に����に���ルール��ります。
 研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。

 ���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に
�する���に��る���事���として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

２．研究費の使途

3

<使用で��い経費（��もの）>

���研究費��事�（�研費）� 

 ・��等の��に�する経費（�研費で��した��の��費��く） 

 ・研究�に��した事�、��の�理のた�の経費 

 ・研究�����研究���の��費・�金 

 ・�の���経費を使用する�と����もの �� 

 
 

�������研究費��金� 

 ・��等��に�する経費（��金で��した��の��費・��費を�く） 

 ・研究��で通���る������等の��（�、いす等）を��するた�の経費 

 ・研究���に��した事�・��の�理のた�の経費 

  ����に���������を�する��に����を��た�に�����  

   （��研究��に������たものに�る）の���を�く。 

 ・���������の����で��て、������ものを��するた�の経費 

  ����り��した�������を�く。 

 ・�の��の��金に�る研究に���の�い経費 

  ������の���にお�る���等の経費 

     �金��の��を�的として金���に����た経費 

     �����������ー�の�（��として��する��を�く）�� 

      

 

�����事�に�る��研究費� 

 ・��研究��������の��の��旅費 

 ・���の����旅費 

 （�����に����た研究�����の��を�く） 

 ・�����を��してい�い��研究������の������� 

 ・�����に����た���������の��の�金  

 ・���費    

 ・研究��で通���る���用���の��経費（�、��、��ー�等） �� 

���究�の��

  研究費�研究��のた����経費に使用で�ます�、�項に�す��の使用ルー
 ルに��く����ります。
  使用に�た�て�、�使用ルールを��に��の��、��した使用に���い�
 ������です。
  使用��の���つ��い���、����事�に���くだ�い。

 �研究費の使用� 
  研究費として使用で�ると��ている��的�費�の�を��ます。 

  ただし、��費��金���、�の�に���、���に使用で��い費���� 

 ��ていますので、����います。 

 ・����費（����、���等）  ・通�費・��費 
 ・旅費                ・����費 
 ・�金・��             ・��使用�・���ル� 
 ・����費             ・����� 
 ・��・��費            ・��費 等 
  （��の������、�理等） 

 �研究費として使用で��い� 
  研究費として使用で��いと��ている��的��を��に��ます。 

  �お、使用の��、��的����にも、���に使用で��い経費�����て 

 いる�と��りますので、����います。 

<競争的資金の共通事項>

 ・�的�使用の�� 

   競争的資金�使用で�る経費�、研究��の��に�����経費��研究�� 

  のとりまと�に���経費の�です。�������で�ま��。 

 ・�の経費との��使用の�� 

   ���、�研費��の用�の�に�る��において、経費��等の理�に�り、 

  �の�通費の��を�研費、�りを�の経費����する�と�で�ま��。 

   ただし、��使用について�、���������る�と��ります。 

 ・�、�������の��の�� 

 ・��経費を使用する�と����もの�の��経費使用の�� 

  

 競争的資金に����に���ルール��ります。
 研究��、���のルールを��理�した�で研究を��し�����りま��。

 ���、�研費等の��金の��、研究�����金等に�る��の��の���に
�する���に��る���事���として、研究��に�し����を���とに�
ります。�競争的資金で��るルールについて��理�した�で、研究を��ていただ
く��お�いします。

・建物等施設に関する経費

ただし、補助金により購入した設備備品等の物品を導入することにより必要となる据

え付け費及び調整費を除く。

＜例＞ 建物の建築、購入、改修等並びに土地の購入等

・研究機関で通常備えるべき設備備品等（その性質上、原形のまま比較的長期の反覆

使用に耐えられるものに限る。) のうち、研究事業の目的遂行に必要と認められない

ものを購入するための経費

・研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

※ 研究事業に係る被験者に健康被害が生じた場合の補償を目的とする保険に要する

費用（保険料）は除く。

・その他、研究事業に関連性があると認められない経費

＜例＞

・打合せ会議後の懇親会における飲食代等の経費

・預金口座の開設を目的として金融機関に預け入れた経費

・回数券やプリペイドカードの類（研発協力謝品として購入する場合を除く。）
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３．研究費の活用

4

���究�の��

  研究費の使用に�たっては��使用���に�り使用�������������
 ��ています�����研究費���の��������の�����������
 ���てい��の��ります。

 �研究費使用の�� 
  �研費����������の������は����の�付���か����� 

 ���研究費���は�付�������の��の�付か��研究費を使用す��� 

 ���ます。��研費������は���か�の��の��は�����か�使 

 用��。また��研費�����は��事����は��使用��。� 

  �付�����の使用は��ま��の�����います。 

  また���に���研究費については����して�����か�使用����り 

 ます。 

�研究費使用の��
  �研費����������の������������研究費���は���� 

 �の���ま��研究費を使用す������ます。 

  また���に���研究費については����に��の研究�����ま�使用� 

 ��す。 

  た�し�������使用�は���の������を���しています。

  ����には��を�す��の���た�����は������������に 

 ついて��������か���をしてい�����す。�の��を��て����

 �を������い��に��して���い。

  ���使用��の��に研究費の�����す�事���������ます。 

  研究��に�った�����に��す���に����います。 

���について

 ＜�研費������� 

  �付���には��し��かった�むを��い事�に�り����に��事�を� 

 �す��������った�����の�����を�た������の���は� 

 �を���に��す������ます。 

 

 ＜�研費������ 

  研究��の���に�い����に�使用����す���には���の���� 

 �を�た������に�り��事���を��して���に使用す������ま  

 す。

 

 

３．研究費の活用

��研費����������の������は����の�付���か�����

���研究費���は�付�������の��の�付か��研究費を使用す���

���ます。��研費������は���か�の��の��は�����か�使用

��。また��研費�����は��事����は��使用��。�

��付�����の使用は��ま��の�����います。

�また���に���研究費については����して�����か�使用����り

ます。
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 �合�使用について 
 
  合�使用とは、��とつの契約」に�る��いにおいて、直接経費と�の経費（ 
 ��接経費」�直接経費か���た��」を�む）を合��て使用する�とを��し 
 ます。（��いを��に��て行い、���を直接経費�、���を�の経費��� 
 い、��の���を���った場合�、契約��とつ��る場合は、合�使用に当た 
 ります。） 
 
 
 
  
 
 ○��事業に�る用務と�の用務とを合��て１�の��を行�場合 
 ��とつの契約������を購入し、���について直接経費を使用 
 ��とつの契約����に��し、��事業に�る用務に��する���について、 
  直接経費を使用 
 
 ○��事業に�る用�と�の用�とを合��て１�（�）の��品等を購入する場合 
  �１�とは、１���、１�����の�つのまとまった購入��を��ます 
  �、���、��１�、�し��１�等������として�����い��品等 
  の�を合�使用�購入する�とは��ま��。 
 ��とつの契約�１�の��品等を購入する�、��事業に用いる��と�の用�に 
  用いる��を��して、��事業に用いる���についての�直接経費を使用 
 
 ○直接経費に使�の��の�い�の経費（�託事業費、�の科研費及び�接経費��、 
  当�経費の使�に��の�る経費を�く。）を��て、��事業に使用する場合 
  （�お、��等の購入経費として使用する場合には、��事業の�行に����� 
  �い��、研究����研究��を��する場合��にお�る当���等の��い 
  を事�に��ておく�と） 
 
 ○直接経費に、�の科研費�は��の事業において共同して�用する��（共用��） 
  の購入������の経費を��て、共用��を購入する場合 
  （た�し、同�の研究��において購入する共用��に�る。�お、�事業に�る 
  ���の�合及び�の����等について��かにしておく�と） 
 
 
 
 
 
 
 ○��事業に�る用務と�の用務を１�の��において行�場合 
  ����、��の�����事業に�る用務��り、����の用務��る場合、� 
   �と��は、����の用務に�る経費�の��と�り、合�使用に当た��い。 
 
 

 

�合�使用に当たる�、����る場合（�） 

�合�使用に当た��い場合（�） 

�合�使用とは、��とつの契約」に�る��いにおいて、直接経費と�の経費（��
接経費」�直接経費か���た��」を�む）を合��て使用する�とを��しま
す。（��いを��に��て行い、���を直接経費�、���を�の経費���い、
��の���を���った場合�、契約��とつ��る場合は、合�使用に当たり
ます。）

���究�の��

  研究費の使用に�たっては、�使用���に�り使用����及び�������
 ��ています�、���研究費入��の�行及び����の��等��������
 ���ている�の��ります。

 �研究費使用の�� 
  科研費（����及び���の�����）は当���の�付���か�、��� 

 �科�研究費���は�付���等���の��の�付か�、研究費を使用する�と 

 ���ます。（科研費（����）は���か�の��の場合は、��１�か�使 

 用��。また、科研費（���）は��事業���は��使用��。） 

  �付�����の使用は��ま��の�����います。 

  また、契約に��く研究費については、��として契約���か�使用��と�り 

 ます。 

�研究費使用の��
  科研費（����及び���の����）、����科�研究費���は、当�� 

 �の���ま�、研究費を使用する�と���ます。 

  また、契約に��く研究費については、契約�に��の研究�����ま�使用� 

 ��す。 

  た�し、�����る使用とは�品等の����行�を��としています。

  ��行�には��を�する�の��るた�、���は�品�������る��に 

 ついて��契約�当�等か���をしていると���す。�の��を��て�品��

 等を行��と��い��に��してく��い。

  �お、使用��の��に研究費の�行���する事���く�����ます。 

  研究��に�った�����に�行する��に����います。 

���について

 ＜科研費（����）� 

  �付���には��し��かった�むを��い事�に�り、���に��事業を� 

 �する�と���と�った場合、��の�����を経た��、���の���は� 

 �を���に��する�と���ます。 

 

 ＜科研費（���）� 

  研究��の��等に�い����に�使用����する場合には、��の���� 

 �を経た��、１��に�り��事業��を��して���に使用する�と���ま  

 す。

 

 

4

���究�の��

  研究費の使用に�たっては��使用���に�り使用�������������
 ��ています�����研究費���の��������の�����������
 ���てい��の��ります。

 �研究費使用の�� 
  �研費����������の������は����の�付���か����� 

 ���研究費���は�付�������の��の�付か��研究費を使用す��� 

 ���ます。��研費������は���か�の��の��は�����か�使 

 用��。また��研費�����は��事����は��使用��。� 

  �付�����の使用は��ま��の�����います。 

  また���に���研究費については����して�����か�使用����り 

 ます。 

�研究費使用の��
  �研費����������の������������研究費���は���� 

 �の���ま��研究費を使用す������ます。 

  また���に���研究費については����に��の研究�����ま�使用� 

 ��す。 

  た�し�������使用�は���の������を���しています。

  ����には��を�す��の���た�����は������������に 

 ついて��������か���をしてい�����す。�の��を��て����

 �を������い��に��して���い。

  ���使用��の��に研究費の�����す�事���������ます。 

  研究��に�った�����に��す���に����います。 

���について

 ＜�研費������� 

  �付���には��し��かった�むを��い事�に�り����に��事�を� 

 �す��������った�����の�����を�た������の���は� 

 �を���に��す������ます。 

 

 ＜�研費������ 

  研究��の���に�い����に�使用����す���には���の���� 

 �を�た������に�り��事���を��して���に使用す������ま  

 す。

 

 

３．研究費の活用

��研費����������の������は����の�付���か�����

���研究費���は�付�������の��の�付か��研究費を使用す���

���ます。��研費������は���か�の��の��は�����か�使用

��。また��研費�����は��事����は��使用��。�

��付�����の使用は��ま��の�����います。

�また���に���研究費については����して�����か�使用����り

ます。

〇補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて行う 1 回の出張において、用務内容に〇補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて行う 1 回の出張において、用務内容に

応じて別々に契約・支払をする場合応じて別々に契約・支払をする場合

→例えば、旅程の前半が補助事業に係る用務であり、後半が他の用務である際に、

往路と復路で別々に切符を購入する場合、それぞれの使用目的に合致した別々の契

約であるため、合算使用に当たらない。
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４．物品購入・旅費・謝金

6

  1)『物品購入等の場合』、2)『旅費を請求する場合』、3)『学生等の研究補助業務 
 に係る謝金の場合』の３つに分けて説明します。 

 ◆基本的な流れ 

研
究
室
等

業 
 

者

購入依頼 
物品請求システムに入力 

契
約
担
当

見積書等依頼 

見積書等提出

発  注 

納品検査納  品

1) 『物品購入等の場合』 
  ① 購入依頼時に物品請求システムの入力及び財源の特定 
   （事前に物品請求システムに入力してください。また、物品請求システムで予 
    算を選択してください。） 
  ② 発注行為が行えるのは、契約担当職員 
   （研究者には、発注行為の権限はありません。） 
  ③ 契約担当職員による適切な納品検収後に物品を受領 
   （研究者が行う専門的知識を要する検査は除きます。） 

 物品の納品検収について

 
 納品時における物品の検収は、原則として検収担当職員が行います。ただし、納入 
機器の動作確認が必要な物品の検収等、事務職員では十分な納品検収が困難なときは、 
専門的知識及び技術等を有する教員等を特別に検査員として発令し、納品検収を行う 
場合もあります。 
 

４．物品購入・旅費・謝金

（1）

４．物品購入・旅費・謝金
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2) 『旅費を請求する場合』 
  ① 出張申請書（事前に物品請求システムに入力）及び出張報告書による事実確認 
  ② 証拠書類による所要経費の証明 

 ■旅費計算に必要な証拠書類 

領収書、パック旅行については領収書及び領収書の内訳書鉄道、船舶、バス

領収書、パック旅行については領収書及び領収書の内訳書、旅行雑費
（空港施設利用料等）の領収書、搭乗券の半券（又は搭乗証明書）

航空機

外国旅行

業務上の必要によりリムジンバスを利用した場合はその領収書、
パック旅行については領収書及び領収書の内訳書

鉄道、船舶、バス

領収書、パック旅行については領収書及び領収書の内訳書、

搭乗券の半券（又は搭乗証明書）航空機
国内旅行

主 な 証 拠 書 類交 通 機 関 種 類

 ◆基本的な流れ 

出
張
の
申
請

旅
行
命
令

出

張

出
張
報
告

旅
費
の
支
払

3) 『学生等の研究補助業務に係る謝金の場合』（TA・RAを除く） 
  ① 学生等に業務内容の説明、従事意志の確認 
  ② 謝金業務実施確認書による作業実態の証明 

 ◆基本的な流れ 

※１ ※２

※１ 学生を雇用する場合は学業に支障が無いように留意してください。

※２ 作業実施前に「謝金業務実施伺」（事前に物品請求システムに入力）を業務実施に係る担当
   窓口（総務、学務等）に提出してください。
※３ 業務実施確認者は、「謝金業務実施確認書」において日々確認のうえ押印してください。

※３

業
務
の
実
施

実
施
の
確
認

物
品
請
求
シ
ス
テ
ム
に
入
力

※１

※１ 出張前に「旅行伺」による決裁が必要です。

※２ 出張終了後、速やかに出張報告書を提出してください。

業
務
内
容
の
説
明 

従
事
意
志
の
確
認

実
施
確
認

物
品
請
求
シ
ス
テ
ム
に
入
力

謝
金
業
務
実
施
伺

謝
金
の
支
払

※２

（2）

（3）
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  1)『物品購入等の場合』、2)『旅費を請求する場合』、3)『学生等の研究補助業務 
 に係る謝金の場合』の３つに分けて説明します。 

 ◆基本的な流れ 

研
究
室
等

業 
 

者

購入依頼 
物品請求システムに入力 

契
約
担
当

見積書等依頼 

見積書等提出

発  注 

納品検査納  品

1) 『物品購入等の場合』 
  ① 購入依頼時に物品請求システムの入力及び財源の特定 
   （事前に物品請求システムに入力してください。また、物品請求システムで予 
    算を選択してください。） 
  ② 発注行為が行えるのは、契約担当職員 
   （研究者には、発注行為の権限はありません。） 
  ③ 契約担当職員による適切な納品検収後に物品を受領 
   （研究者が行う専門的知識を要する検査は除きます。） 

 物品の納品検収について

 
 納品時における物品の検収は、原則として検収担当職員が行います。ただし、納入 
機器の動作確認が必要な物品の検収等、事務職員では十分な納品検収が困難なときは、 
専門的知識及び技術等を有する教員等を特別に検査員として発令し、納品検収を行う 
場合もあります。 
 

４．物品購入・旅費・謝金

（1）

４．物品購入・旅費・謝金
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５．研究費の不正使用

8

６．不正使用に対する処分

個人に対する処分

＜学内処分＞

本学職員就業規則等に基づき、懲戒解雇等の処分を受けます。

＜資金配分機関の処分＞

不正使用の内容に応じ、研究費の返還命令及び応募資格制限措置を受けます。

①不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（個人の利益を得るための私的流用）・・・１０年

②不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（私的流用以外の不正使用）・・・１～５年

③偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者

 ・・・５年

④不正使用に直接関与していないが善管注意義務（※）に違反した研究者

 ・・・最大２年

（※）善管注意義務違反とは・・・自ら不正使用に関与していない場合でも、研究資金

   の管理責任者としての義務を全うしなかった場合を指します。

＜法律上の処分＞

本学又は資金配分機関から民事訴訟、刑事告発等の法的措置を受けることがあります。

研究機関に対する処分

■競争的資金の交付決定の取消し、研究費の一部又は全部の返還を求められます。

■体制整備等に不備があると判断された場合、本学に対する競争的資金の間接経費が最 

 大１５％削減されます。

■競争的資金の配分停止措置を受ける場合があります。

  
 左記の不正使用が行われた場合には、その内容に応じ、補助事業者である研 
究者及び補助事業者の所属機関に対し、補助金の返還命令、一定期間の応募資 
格停止の措置、刑事罰、間接経費の減額査定などのペナルティが科されます。 
 

５．研究費の不正使用

  実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に提出して
 不正に研究費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用になります。

 ●カラ出張等
  ・ 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を
    請求し、二重に旅費を受領した。
  ・ 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書
    の作成を依頼して旅費を水増し請求した。
  ・ 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出して、不正に旅
    費を受領した。
  ・ 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規の旅費を請
    求した。

 ●カラ謝金・給与等
  ・ 研究補助者等に支払う謝金やアルバイト給与について、架空または実際より
    多い作業時間を報告させ、大学に請求し、不正な研究費を支出させた。
  ・ 研究補助者等に実態を伴わない謝金を支出し、これを回収して、研究室の運
    営に必要な経費に充てた。

 ●預け金 
  ・ 研究費が余ったため、物品等を実際は購入しないにもかかわらず、購入した 
    かのように業者に架空の納品書・請求書を作成させ、業者に支払った研究費 
    を預け金として管理させた。 
 
 

 ●不正受給等 
  ・ 応募、受給資格がない研究者が科学研究費助成事業の応募・交付申請を行い、 
    不正に研究費を受給していた。 
  ・ 研究期間中に受給資格を喪失していたにも関わらず、研究費を受給、支出し 
    ていた。 
 
 
   

研究費の不正使用の例

５．研究費の不正使用
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６．不正使用に対する処分

9

６．不正使用に対する処分

個人に対する処分

＜学内処分＞

本学職員就業規則等に基づき、懲戒解雇等の処分を受けます。

＜資金配分機関の処分＞

不正使用の内容に応じ、研究費の返還命令及び応募資格制限措置を受けます。

①不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（個人の利益を得るための私的流用）・・・１０年

②不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（私的流用以外の不正使用）・・・１～５年

③偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者

 ・・・５年

④不正使用に直接関与していないが善管注意義務（※）に違反した研究者

 ・・・最大２年

（※）善管注意義務違反とは・・・自ら不正使用に関与していない場合でも、研究資金

   の管理責任者としての義務を全うしなかった場合を指します。

＜法律上の処分＞

本学又は資金配分機関から民事訴訟、刑事告発等の法的措置を受けることがあります。

研究機関に対する処分

■競争的資金の交付決定の取消し、研究費の一部又は全部の返還を求められます。

■体制整備等に不備があると判断された場合、本学に対する競争的資金の間接経費が最 

 大１５％削減されます。

■競争的資金の配分停止措置を受ける場合があります。

  
 左記の不正使用が行われた場合には、その内容に応じ、補助事業者である研 
究者及び補助事業者の所属機関に対し、補助金の返還命令、一定期間の応募資 
格停止の措置、刑事罰、間接経費の減額査定などのペナルティが科されます。 
 

６．不正使用に対する処分５．研究費の不正使用

  実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に提出して
 不正に研究費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用になります。

 ●カラ出張等
  ・ 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を
    請求し、二重に旅費を受領した。
  ・ 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書
    の作成を依頼して旅費を水増し請求した。
  ・ 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出して、不正に旅
    費を受領した。
  ・ 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規の旅費を請
    求した。

 ●カラ謝金・給与等
  ・ 研究補助者等に支払う謝金やアルバイト給与について、架空または実際より
    多い作業時間を報告させ、大学に請求し、不正な研究費を支出させた。
  ・ 研究補助者等に実態を伴わない謝金を支出し、これを回収して、研究室の運
    営に必要な経費に充てた。

 ●預け金 
  ・ 研究費が余ったため、物品等を実際は購入しないにもかかわらず、購入した 
    かのように業者に架空の納品書・請求書を作成させ、業者に支払った研究費 
    を預け金として管理させた。 
 
 

 ●不正受給等 
  ・ 応募、受給資格がない研究者が科学研究費助成事業の応募・交付申請を行い、 
    不正に研究費を受給していた。 
  ・ 研究期間中に受給資格を喪失していたにも関わらず、研究費を受給、支出し 
    ていた。 
 
 
   

研究費の不正使用の例
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６．不正使用に対する処分

個人に対する処分

＜学内処分＞

本学職員就業規則等に基づき、懲戒解雇等の処分を受けます。

＜資金配分機関の処分＞

不正使用の内容に応じ、研究費の返還命令及び応募資格制限措置を受けます。

①不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（個人の利益を得るための私的流用）・・・１０年

②不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（私的流用以外の不正使用）・・・１～５年

③偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者

 ・・・５年

④不正使用に直接関与していないが善管注意義務（※）に違反した研究者

 ・・・最大２年

（※）善管注意義務違反とは・・・自ら不正使用に関与していない場合でも、研究資金

   の管理責任者としての義務を全うしなかった場合を指します。

＜法律上の処分＞

本学又は資金配分機関から民事訴訟、刑事告発等の法的措置を受けることがあります。

研究機関に対する処分

■競争的資金の交付決定の取消し、研究費の一部又は全部の返還を求められます。

■体制整備等に不備があると判断された場合、本学に対する競争的資金の間接経費が最 

 大１５％削減されます。

■競争的資金の配分停止措置を受ける場合があります。

  
 左記の不正使用が行われた場合には、その内容に応じ、補助事業者である研 
究者及び補助事業者の所属機関に対し、補助金の返還命令、一定期間の応募資 
格停止の措置、刑事罰、間接経費の減額査定などのペナルティが科されます。 
 

５．研究費の不正使用

  実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に提出して
 不正に研究費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用になります。

 ●カラ出張等
  ・ 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を
    請求し、二重に旅費を受領した。
  ・ 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書
    の作成を依頼して旅費を水増し請求した。
  ・ 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出して、不正に旅
    費を受領した。
  ・ 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規の旅費を請
    求した。

 ●カラ謝金・給与等
  ・ 研究補助者等に支払う謝金やアルバイト給与について、架空または実際より
    多い作業時間を報告させ、大学に請求し、不正な研究費を支出させた。
  ・ 研究補助者等に実態を伴わない謝金を支出し、これを回収して、研究室の運
    営に必要な経費に充てた。

 ●預け金 
  ・ 研究費が余ったため、物品等を実際は購入しないにもかかわらず、購入した 
    かのように業者に架空の納品書・請求書を作成させ、業者に支払った研究費 
    を預け金として管理させた。 
 
 

 ●不正受給等 
  ・ 応募、受給資格がない研究者が科学研究費助成事業の応募・交付申請を行い、 
    不正に研究費を受給していた。 
  ・ 研究期間中に受給資格を喪失していたにも関わらず、研究費を受給、支出し 
    ていた。 
 
 
   

研究費の不正使用の例

５．研究費の不正使用
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６．不正使用に対する処分

個人に対する処分

＜学内処分＞

本学職員就業規則等に基づき、懲戒解雇等の処分を受けます。

＜資金配分機関の処分＞

不正使用の内容に応じ、研究費の返還命令及び応募資格制限措置を受けます。

①不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（個人の利益を得るための私的流用）・・・１０年

②不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者

（私的流用以外の不正使用）・・・１～５年

③偽りその他不正な手段により競争的資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者

・・・５年

④不正使用に直接関与していないが善管注意義務（※）に違反した研究者

・・・最大２年

（※）善管注意義務違反とは・・・自ら不正使用に関与していない場合でも、研究資金

の管理責任者としての義務を全うしなかった場合を指します。

＜法律上の処分＞

本学又は資金配分機関から民事訴訟、刑事告発等の法的措置を受けることがあります。

研究機関に対する処分

■競争的資金の交付決定の取消し、研究費の一部又は全部の返還を求められます。

■体制整備等に不備があると判断された場合、本学に対する競争的資金の間接経費が最

大１５％削減されます。

■競争的資金の配分停止措置を受ける場合があります。

 左記の不正使用が行われた場合には、その内容に応じ、補助事業者である研 
究者及び補助事業者の所属機関に対し、補助金の返還命令、一定期間の応募資 
格停止の措置、刑事罰、間接経費の減額査定などのペナルティが科されます。 

６．不正使用に対する処分５．研究費の不正使用

実態を伴わない虚偽の書類を作成し、実態があったものとして大学に提出して
不正に研究費を支出させる次の行為は、研究費の不正使用になります。

●カラ出張等
・ 他の機関から旅費の支給を受けたにもかかわらず、大学に同じ旅行の旅費を

請求し、二重に旅費を受領した。
・ 格安航空券を購入したにもかかわらず、業者に正規運賃の見積書及び請求書

の作成を依頼して旅費を水増し請求した。
・ 出張を取りやめたにもかかわらず、偽りの出張報告書を提出して、不正に旅

費を受領した。
・ 航空運賃と宿泊料のパック商品を利用したにもかかわらず、正規の旅費を請

求した。

●カラ謝金・給与等
・ 研究補助者等に支払う謝金やアルバイト給与について、架空または実際より

多い作業時間を報告させ、大学に請求し、不正な研究費を支出させた。
・ 研究補助者等に実態を伴わない謝金を支出し、これを回収して、研究室の運

営に必要な経費に充てた。

●預け金
・ 研究費が余ったため、物品等を実際は購入しないにもかかわらず、購入した

かのように業者に架空の納品書・請求書を作成させ、業者に支払った研究費
を預け金として管理させた。

●不正受給等
・ 応募、受給資格がない研究者が科学研究費助成事業の応募・交付申請を行い、

不正に研究費を受給していた。
・ 研究期間中に受給資格を喪失していたにも関わらず、研究費を受給、支出し

ていた。

研究費の不正使用の例
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７．他機関における最近の不正使用の事例

10

８．教職員の心構え

  本学は、大学の教育研究に対する国民の要請に応えるとともに、我が国の高等教育
 及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的としており、研究等に従
 事する全ての者は富山大学の一員であることを自覚し、自らの良心と良識に従って、
 社会の信頼に応え得る研究活動の遂行に努めなければなりません。

◆富山大学研究者倫理・行動規範における「研究者の行動規範」
（研究の公正・公平性）研究者は、研究の自由が社会からの信頼と負託の上に成り

  立っていることを自覚した上で、可能な限り客観的な真理の探究と確保の最大
  値を求めて、公正・公平に研究を遂行する。

（法令の遵守）研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守
  する。

（誠実性）自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規
  範に基づいて誠実に行動し、研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹
  底し、自らねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行わないだけでなく、不正
  行為が起こらない研究環境の整備に努める。

（研究対象などの保護）研究の対象（動物などを含む）や研究協力者に対しては法
  令や関係規則を遵守し、かつ福利に配慮し、これを保護する。また、研究の途
  上において知り得た被験者の個人情報の保護に最大限の努力を払う。

（専門性・自己の研鑽）自らの専門的知識・能力・技芸の維持向上に努めるととも
  に、研究と社会・自然環境の関係を広い視野から理解できるように弛まず努力
  し、常に最善の判断と姿勢を示す。

（他者との適正な関係）研究において権威を無批判に受け入れることを排し、他者
  の成果を建設的に批判すると同時に、他者の批判には謙虚に耳を傾け、真摯な
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７．他機関における最近の不正使用の事例

 
 ①動機・背景 
  アルバイト給与について、多人数かつ業務の繁忙により財源毎の業務時間を区分 
  することが困難となり、適切な財源の充当及び勤務管理が行われずに不正な給与 
  支給が行われていた。 
 ②手法 
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  給与の戻し：カラ給与の返金を指示して受取り、私的流用。 
  目的外使用：雇用目的とは異なる業務に従事させて給与を支給。 
 ③研究機関が行った措置 
  ・当該機関就業規則に基づき、当該教授を停職３月間とした。 
  ・交付中又は委託契約中の公的研究費の使用停止。 
  ・当該機関ホームページに処分結果の公表（氏名公表あり） 
 

 
 
 ①手法 
  旅費の二重請求：学会での企業共催セミナーにおいて、セミナー等を主催した企 
          業から当該教授に対し旅費が支給されていたにも拘わらず、こ 
          れを秘匿して大学に対しても請求を行った。 
  偽出張根拠資料による目的外出張： 
   当該機関の学内ルールでは、研究打ち合わせ出張の場合、出張の根拠資料とし 
   て事前に先方からの招聘状（日時、内容等が記載）を必要としているが、当該 
   教授は招聘状（メール）を偽造し提出していた。 
 ②研究機関が行った措置 
  ・当該教授を懲戒解雇とした。 
  ・交付中又は委託契約中の公的研究費の使用停止。 
  ・当該機関ホームページに処分結果の公表。 
 

 
 
 ①動機・背景 
  年度内に使い切れない研究費を次年度に使用する目的で元教授が業者に相談を持 
  ちかけたことで始まった。 
 ②手法 
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  支払わせることにより、長期にわたって多額の「預け金」を作っていた。 
  検収は行われたが、検収後に物品を持ち帰ることによる納品物の反復使用が行わ 
  れていた。「預け金」の一部は現金で還流を受けるなど私的に流用していた。 
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  ・関係者の処分（退職手当の返納命令、懲戒解雇等） 
  ・不正使用に関与した業者に対し、取引停止処分。 
  ・刑事告発 
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＜文部科学省HP「研究機関における不正使用事案」より抜粋＞ 

 

カラ給与、給与の戻し、目的外使用

カラ出張

預け金

７．他機関における最近の不正使用の事例
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９．事務職員の役割

 事務職員は、研究費の執行に係る専門的知識の習得に努め、常に研究費の適正かつ
効率的な執行を心掛けなければなりません。
 また、経費の支出に当たっては、支出の原因となる事実を確認しなければなりません。

   ◆支出の原因となる事実の確認は、適正な研究費の支出のために必要不可欠なこ  

    とであるため、次に掲げる「事実の確認」を徹底してください。

【物品購入等の場合】

・検収担当職員による確実な納品検収
・換金性の高い物品（パソコン等）の適切な管理

※専門的知識を有する検査職員（教員）が命じられた検査を除きます。

【旅費請求の場合】

・出張報告書による出張事実の確認
・証拠書類による経費事実の確認

【給与・報酬の場合】

・労働時間報告書、出勤簿等による従事事実の確認
・謝金業務実施確認書による業務事実の確認

※学生等の研究補助業務については、業務実施確認書を事務室で管理するあるいは必要

 に応じて作業従事者との面談を実施するなど、研究補助業務の管理が教員だけになら
 ないよう、適切に事実の確認を行ってください。

※非常勤雇用者の出張等については、用務内容と雇用契約用務内容及び支払区分が一致

しているか確認してください。

【予算の執行状況等について】

・予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認し、
 必要に応じて改善策を講じる。

◆研究活動における不正行為の防止 
 研究活動のあらゆる局面において次のことを行ってはならない。 
 
  (1)研究者は、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行ってはならない。 
    また、論文著者は適正に公表されなければならない。 
 
  (2)自らの研究活動において、研究・調査データの記録の厳正な取扱いを徹底する 
       とともに、それらを一定の期間（個々の分野の特性に応じて適切と考えられる    
       期間、それが判然としない場合にあっては５年間）は保存しなければならない。 
 
  (3)当該研究のため参考にした先行研究は適切に示されなければならない。 
 
  (4)同一研究結果を記載した原稿を、許可なく複数の研究誌に投稿してはならない。 
 
  (5)研究成果の利用にあたっては、共同研究者（共著者）の同意を得なければなら 
    ない。 
 
  (6)調査や実験を通じて知り得た被験者の個人情報等を漏洩させてはならない。 
 
  (7)研究を行うにあたっては、起こりうる危険に対して充分な予防対策を講じなけ 
       ればならない。 
 
  (8)生命科学に関する研究、ならびに人を被験者とする研究に際しては、生命倫理 
    等に関する宣言・各種規定やガイドラインを遵守しなくてはならない。 
 
  (9)上記以外にも、研究活動において研究者倫理に反する行為は行ってはならない。 
 

◆研究費における不正使用の防止
  研究費申請（立案、計画、申請、実施、報告）においては誠実に行動し、その経費執 
  行においては法令や関係規則を遵守しなければならない。 
 

◆研究不正の問題が発生した場合
  「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」に基づき調査等を行い、不正
  に関与した職員及び取引業者に対し、厳正な処分を行う。

◆意識向上（研修等）
 研究不正を防止するため、コンプライアンス教育等に係る研修会の開催等により、研
  究者を含む研究費の運営・管理に関わる全ての構成員の意識向上を図る。
  また、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
  研究不正を防止するため、研究倫理教育を行うことにより、研究者の意識向上を図る。

  

 公的研究費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。
 研究費の不正使用は本学の社会的信用を失墜させるだけでなく、
学術研究や科学技術全体の信頼を損ねることにつながりかねません。
 公的研究費を使用している者として、府省・配分機関・研究機関
等で定めるルールを遵守し、研究費の適正な使用に努めてください。
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８．国立大学法人富山大学における公的研究費の使用に関する行動規範

　大学における学術研究は、国民の信頼と社会からの負託によって支えられている。公
的研究費（※１）の不正使用は、その信頼と負託を大きく損なうものであり、それを起こ
した者が所属する機関だけではなく、我が国の学術の振興と研究の発展を揺るがすもの
となる。
　このことを踏まえ、国立大学法人富山大学（以下「本学」という。）は、学術研究の
信頼性と公正性を担保し、学術研究に関する業務に対する国民の信頼を確保するため、
次のとおり公的研究費の使用に関する行動規範を定める。
　本学の構成員（※２）は、本学が管理し、本学の教育研究活動のために執行される全て
の経費を使用する際に、これを誠実に実行しなければならない。

１ 構成員は、公的研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ
効率的に使用しなければならない。

２ 構成員は、公的研究費の使用に当たり、関係法令・通知及び学内規則等、並びに事
務処理手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。

３ 構成員は、公的研究費の計画的かつ適正な使用に努めるとともに、研究活動の特性
を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。

４ 構成員は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して公的研究費の不正使用を未然
に防止するよう努めなければならない。

５ 構成員は、公的研究費の使用に当たり取引事業者との関係において国民の不信及び
疑惑を招くことのないよう公正に行動しなければならない。

６ 構成員は、公的研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知
識習得、事務処理手続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。

（※１）公的研究費とは，運営費交付金，奨学寄附金，補助金，基金，委託費等を財源として本学で扱
うすべての経費をいう。

（※２）構成員とは，文部科学省が制定している「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド
ライン（実施基準）」に準じ，本学に所属する非常勤を含む，研究者，事務職員，技術職員及び
その他関連する者をいう。
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◆研究不正の問題が発生した場合
  「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」に基づき調査等を行い、不正
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 公的研究費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。
 研究費の不正使用は本学の社会的信用を失墜させるだけでなく、
学術研究や科学技術全体の信頼を損ねることにつながりかねません。
 公的研究費を使用している者として、府省・配分機関・研究機関
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令和４年２月 22日制定
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ないよう、適切に事実の確認を行ってください。

※非常勤雇用者の出張等については、用務内容と雇用契約用務内容及び支払区分が一致

しているか確認してください。

【予算の執行状況等について】

・予算の執行状況を検証し、実態と合ったものになっているか確認し、
必要に応じて改善策を講じる。

９．事務職員の役割◆研究活動における不正行為の防止
研究活動のあらゆる局面において次のことを行ってはならない。

(1)研究者は、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行ってはならない。
また、論文著者は適正に公表されなければならない。

(2)自らの研究活動において、研究・調査データの記録の厳正な取扱いを徹底する
とともに、それらを一定の期間（個々の分野の特性に応じて適切と考えられる
期間、それが判然としない場合にあっては５年間）は保存しなければならない。

(3)当該研究のため参考にした先行研究は適切に示されなければならない。

(4)同一研究結果を記載した原稿を、許可なく複数の研究誌に投稿してはならない。

(5)研究成果の利用にあたっては、共同研究者（共著者）の同意を得なければなら
ない。

(6)調査や実験を通じて知り得た被験者の個人情報等を漏洩させてはならない。

(7)研究を行うにあたっては、起こりうる危険に対して充分な予防対策を講じなけ
ればならない。

(8)生命科学に関する研究、ならびに人を被験者とする研究に際しては、生命倫理
等に関する宣言・各種規定やガイドラインを遵守しなくてはならない。

(9)上記以外にも、研究活動において研究者倫理に反する行為は行ってはならない。

◆研究費における不正使用の防止
研究費申請（立案、計画、申請、実施、報告）においては誠実に行動し、その経費執
行においては法令や関係規則を遵守しなければならない。

◆研究不正の問題が発生した場合
「富山大学の研究活動における不正防止に関する規則」に基づき調査等を行い、不正
に関与した職員及び取引業者に対し、厳正な処分を行う。

◆意識向上（研修等）
研究不正を防止するため、コンプライアンス教育等に係る研修会の開催等により、研
究者を含む研究費の運営・管理に関わる全ての構成員の意識向上を図る。
また、受講者の受講状況及び理解度を把握するとともに、誓約書等の提出を求める。
研究不正を防止するため、研究倫理教育を行うことにより、研究者の意識向上を図る。

公的研究費は、国民の貴重な税金等でまかなわれています。
研究費の不正使用は本学の社会的信用を失墜させるだけでなく、

学術研究や科学技術全体の信頼を損ねることにつながりかねません。
公的研究費を使用している者として、府省・配分機関・研究機関

等で定めるルールを遵守し、研究費の適正な使用に努めてください。
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１０．研究費の不正使用を防止するための取組

  富山大学では、競争的資金を中心とした公的研究費の管理等の体制について、研究費
の不正使用などが生じないよう規則等により責任体系、管理体制及び監査体制などが定め
られています。

◆研究不正防止対策推進室

富山大学研究不正防止対策推進室は、本学の最高責任者である学長のもとに、学長が指

名した理事を室長として設置されています。同推進室の役割は、不正を発生させる要因を

把握し、具体的に研究費不正使用及び研究活動の不正行為防止のための対応計画を策定・

実施することです。

事務職員だけでなく教員も構成員に加わることにより、全学一体となって研究不正防止

に取り組む体制となっています。

10．研究費の不正使用を防止するための取組

最最 高高 管管 理理 責責 任任 者者
（ 学長 ）

富山大学における研究不正防止体制

統統 括括 管管 理理 責責 任任 者者
研研究究不不正正防防止止対対策策推推進進室室長長
（ 学長が指名した理事 ）

・財務施設部長
・監査課長

・総務部長
・研究推進部長 
・学長が指名する教員

研研究究不不正正防防止止対対策策推推進進室室
研究活動における不正行為及び
公的研究費を中心とした研究費全般の
不正使用の防止を図る

・・収収入入支支出出責責任任者者
・・金金銭銭出出納納責責任任者者 等等

研研究究費費のの管管理理・・運運営営のの
ココンンププラライイアアンンスス教教育育

研研究究機機関関ににおおけけるる公公的的研研究究費費のの管管理理・・監監査査のの
ガガイイドドラライインン及び富山大学会計規程等に基づ
き、公的研究費の適切な使用を徹底する

担担当当理理事事

研研究究倫倫理理教教育育

研研究究活活動動ににおおけけるる不不正正行行為為へへのの対対応応等等にに
関関すするるガガイイドドラライインン及び富山大学の研究
活動における不正防止に関する規則等に
基づき、研究不正を防止し、研究活動に
おける倫理観の醸成を図る

ココンンププラライイアアンンスス推推進進責責任任者者
（ 部局の長 ）

各各部部局局

研研 究究 者者

研究倫理教育

研究不正防止計画対応計画書個別詳細実施計画の策定・報告 研究倫理教育の実施研究費の運営・管理

研研究究倫倫理理教教育育責責任任者者
（ 部局の長 ）

コンプライアンス教育
研究費のモニタリング

・個別詳細実施計画の実施
・部局における研究費の運営・管理
・研究倫理教育の着実な実施
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１１．使用ルール等の相談窓口、不正使用情報の通報窓口

◎不正・不適切使用情報の通報は、以下のとおりです。
＜通報の方法＞

① 電子メール  下記アドレスへ送信してください。 （倫理室に送付されます。）

helpline@u-toyama.ac.jp

② 封 書

③ ＦＡＸ

宛先を、国立大学法人富山大学倫理室「親展」とし、宛先を総務部
労務管理室気付国立大学法人富山大学倫理室宛に送付（郵送含む）
してください。
総務部労務管理室気付国立大学法人富山大学倫理室宛とし、下記番
号へ送信してください。
 ０７６－４４５－６０２４

④ 電話･面談 倫理室へ電話で連絡してください。
また、面談を希望される場合は、倫理室に連絡をとり面談を行って
ください。
＊学外から電話する場合、下記番号へにおかけください。
 ０７６－４４５－６５３０

11．使用ルール等の相談窓口、不正使用情報の通報窓口

〇研究費使用ルール等の相談窓口

窓口設置部署 連絡先

五福キャンパス ： 研究振興課（五福Ｃ・高岡Ｃ）
杉谷キャンパス ： 　　　〃　　　（杉谷Ｃ）

6937
7141

五福キャンパス ： 産学共創課（五福Ｃ・高岡Ｃ）
杉谷キャンパス ： 　　　〃　　　（杉谷Ｃ）

6936
7144

１．物品購入等
経理第一課　契約チーム（五福Ｃ・高岡Ｃ）
経理第二課　調達チーム（杉谷Ｃ）

6055
7036

２．旅費・謝金
経理第一課　経理チーム（五福Ｃ・高岡Ｃ）
経理第二課　経理チーム（杉谷Ｃ）

6054
7043

３．図書
五福キャンパス ： 学術コンテンツ課
杉谷キャンパス ： 　　　　〃
高岡キャンパス ： 　　　　〃

6894
7162
110

※ キャンパス外からかける場合 ： 五福91ー，杉谷92ー，高岡93ー

事項

公的研究費の全般に関
すること，
科研費等

共同研究，受託研究，
寄附金

執
行
に
関
す
る
こ
と

〇研究費使用ルール等の相談窓口
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